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要　　　　　約

　計画策定段階で実施された説明会が，行政側ではオープンガバナンス導
入の一端となり，市民側ではシビックエンゲージメントを生み出すコミュ
ニティにおける学習装置となりえていたのかを検証した。行政のアプロー
チは改善すべき部分はあるもののオープンガバナンスのプロトタイプと
なっていた。一方，市民にシビックエンゲージメントを生み出す学習装置
にはなっていなかった。これは計画策定での手続き的公正性が欠如してい
たことによるものであった。これより，シビックエンゲージメントを創り
出せる「学習装置」が重要な役割を果たすことを指摘した。

₁．　は　じ　め　に

　前稿₁︶ において，市民意見を都市計画・戦略策定に反映させ，サステナ

ブルなまちづくりに「民の知見」を引き出していく手段であるコミュニ

ティエンゲージメントついて，これまでのわが国における取り組み状況の

分析を行い，計画策定への市民参画での課題を明らかにした。そして，行

政側のオープンガバメント導入と同時に，市民側からの関わりとしてのシ

ビックエンゲージメントと，これを生み出すコミュニティにおける学習装

置の存在がより重要な役割を果たす可能性のあることを示唆した。

　その後，筆者は，廿日市市の立地適正化計画策定での市民意見公募とそ

の反映に関わる機会を得て（₂₀₁₈年度），市民の意見を聞く説明会の開催を

提案し，実施にこぎつけた。そこで，今回，この説明会が，行政側では

都市戦略・都市計画策定における市民
意見の反映に関する研究（その ₃）
── Civic Engagementを生み出す学習装置──
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オープンガバナンス導入の一端となり，市民側ではシビックエンゲージメ

ントを生み出すコミュニティにおける学習装置となっていたのかを検証す

ることとした。

　なお，立地適正化計画制度とは，次のものである（国土交通省 HP）。

　我が国の都市における今後のまちづくりは，人口の急激な減少と高

齢化を背景として，高齢者や子育て世代にとって，安心できる健康で

快適な生活環境を実現すること，財政面及び経済面において持続可能

な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中，医療・

福祉施設，商業施設や住居等がまとまって立地し，高齢者をはじめと

する住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできる

など，福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し，『コンパク

ト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。

　このため，都市再生特別措置法が改正され，行政と住民や民間事業

者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため，立地適正

化計画制度が創設されました。

₂．　立地適正化計画策定での説明会の果たした役割

（1）　実 施 経 緯

　廿日市市では人口減少と少子高齢化のさらなる進行が予想される中で，

生活に必要な機能を適正に配置しながら公共交通ネットワークと連動した

持続可能なまちづくりを目指し，「拠点の形成による持続可能なまちづくり

計画（立地適正化計画）」を策定し，₂₀₁₉年（平成₃₁年）₃月₂₇日に公表し

た。策定にあたり，₂₀₁₇年度（平成₂₉年度）には，広島圏都市計画区域

（沿岸部）における商業施設や医療施設などの様々な都市機能の集積を図る

都市機能誘導区域を設定した。₂₀₁₈年度（平成₃₀年度）は，佐伯都市計画

区域（佐伯地域の一部）における都市機能誘導区域と広島圏都市計画区域
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および佐伯都市計画区域における一定程度の人口密度を維持する居住誘導

区域を設定した。

　今回，これに関して市民の意見を聞く説明会を開催することになった。

これは，これまでの筆者による研究を踏まえて，私たちの未来の生き方を

規定していく計画は外部との共有技術でなければ展望は開けず，計画づく

りを市民と共有するオープンな取り組みに変貌させなければならないこと

を行政担当者に説明，理解と協力を得られたからである。すなわち，この

ような新たな計画策定を進めていくには，“多くの人々の知恵・資源を利用

することがより良い公共的な‘コト’を決めていくことにつながる”とい

う考えを受け入れてもらえたのである。これにより，“まちづくり”に関す

る新しい創造的な関係性の構築，そして文化の醸成につながると考えた。

この観点から捉えると，今回の説明会は，行政側ではオープンガバナンス

導入の一端となり，市民側ではシビックエンゲージメントを生み出すコ

ミュニティにおける学習装置のプロトタイプと位置づけできることを意図

していたと言える。

　なお，地域説明会を実施したのち，さらに素案の修正を行い，その後，

パブリックコメントを実施するというロードマップであった。

（2）　実 施 方 法

　説明会は全体が約 ₁時間半で，担当職員による説明が約 ₁時間，質疑応

答が約₃₀分という構成である。「拠点の形成による持続可能なまちづくり計

画（立地適正化計画）」での都市機能誘導区域や居住誘導区域を説明している。

　廿日市市（人口₁₁₇,₁₇₁人；令和 ₂年 ₅月 ₁日現在）は沿岸部と中山間部

から構成され，前者は廿日市地域，宮島地域，大野地域，後者は佐伯地域，

吉和地域からなる（平成の大合併により一つの市に）。この中山間部では，

₂₀₁₉年（平成₃₁年） ₁月末から実施予定であった廿日市市地域公共交通再

編実施計画にもとづく中山間部のバス路線再編の説明も併せて行なわれた。

　開催状況を表 ₁に示す。参加者総数は₃₂₂人であった。
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　説明事項は表 ₂に示すのもので，Power Pointで作成された説明資料（配

布もされた）により説明がなされた。なお，中山間部ではバス路線再編の

説明もあるため，「拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（立地適正

化計画）」に関しての配布資料は抜粋版であった。また，中山間部と沿岸部

では，それぞれの説明会でお伝えしたいこと（説明会の趣旨）が表 ₃に示

表 ₁　地域説明会の実施結果
◎中山間部【佐伯地域・吉和地域】

₁₀月₁₁日（水） 友和市民センター ₁₀人

₁₀月₁₂日（金） 浅原市民センター ₁₁人

₁₀月₁₉日（金） 玖島市民センター ₁₅人

₁₀月₂₃日（火） 津田市民センター ₁₇人

₁₀月₂₅日（木） 吉和福祉センター ₃₄人

₈₇人
◎沿岸部【廿日市地域・大野地域】

₁₀月₂₉日（月） 大野図書館 ₂₂人

₁₀月₃₀日（火） 大野東市民センター ₂₁人

₁₁月 ₁ 日（木） 佐方市民センター ₁人

₁₁月 ₅ 日（月） 地御前市民センター ₈人

₁₁月 ₆ 日（火） 中央市民センター ₂₁人

₁₁月 ₈ 日（木） 平良市民センター ₂人

₁₁月₁₂日（月） 原市民センター ₄₄人

₁₁月₁₃日（火） 四季が丘市民センター ₇人

₁₁月₁₅日（木） 宮園市民センター ₆人

₁₁月₁₉日（月） 阿品市民センター ₁₈人

₁₂月 ₄ 日（火） 宮内市民センター ₂₅人

₁₂月₁₀日（月） 串戸市民センター ₃₃人

₁₂月₁₇日（月） 阿品台市民センター ₂₇人

₂₃₅人
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すように異なっていた（カッコ内は筆者が加筆）。

　説明会で示された廿日市市全体での拠点と交通ネットワーク（概略図）

を図 ₁ に示す。中山間部では拠点の形成（都市機能誘導）と新たな交通

ネットワークの形成，沿岸部では拠点の形成と居住誘導区域の設定がポイ

ントとなる説明会であった。

表 ₂　説明事項

概要 ・説明会でお伝えしたいこと（要点）
・計画によるまちづくりのイメージ

情勢
経緯

・都市を取り巻く社会情勢（人口，人口密度）
・廿日市市の人口推移・推計
・合計特殊出生率と年少人口割合の比較
・年齢階級別人口転出入

計画
の 
枠組

・計画の名称，計画策定の審議体，計画に定める内容，計画の区域，計画
の期間
・計画の留意点（コンパクトシティをめぐる誤解）

計画
の 
狙い

・計画の基本理念，将来都市像
・まちづくりの基本目標，計画の重点目標
・計画策定のスケジュール

都市
機能
誘導

・拠点（都市機能誘導区域）の位置づけ
・拠点と公共交通
・拠点（都市機能誘導区域）の設定（各地区ごと）
・都市拠点，政策拠点，地域拠点，地区拠点の有する都市機能
・拠点の形成に向けての主な取組
・都市機能誘導区域外での届出について

居住
誘導

・居住誘導区域の設定
・居住を誘導するための取組

表 ₃　説明会の趣旨の違い

エリア 説明会の趣旨

中山間部 ₁．中山間部や沿岸部に拠点を設定（都市機能誘導）
₂．平成₃₁年 ₁ 月末から実施する中山間部のバスの再編

沿岸部
₁．沿岸部や中山間部に拠点を設定（都市機能誘導と公共交通ネット
ワーク整備）

₂．一定程度の人口密度を維持するエリアを設定（居住誘導）
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（3）　オープンガバナンスとしての位置づけ

　オープンガバナンスとは，市民と行政が協働で地域の課題解決にあたる

市民参加型社会の新しい公共サービスの枠組みである。そこでは，市民は，

市民参加型社会のメンバーとして地域の課題の解決に多様な知恵と経験を

出しあって自分たちの問題として主体的に共同して取り組んでいく。行政

は，オープンデータに取り組んだり市民ニーズを施策に反映させる努力を

したりして，市民参加型社会のプラットフォームとして活躍していく。

　このオープンガバナンスという言葉が広く知られるきっかけになったの

は，バラク・オバマが大統領に就任した際に示した ₃つの原則である₂︶。オ

バマによれば，政府に求められているのは，「透明性（transparency）」，「参

加（participation）」，そして「協働（collaboration）」である。この原則の

下，たんに政府の情報が公開されるだけでなく，利用可能なデータとして

提供されることで，市民自らが現状の分析や政策課題の提案をしていくこ

とがポイントである。

　オープンガバナンスでの「透明性」とは，たんに政策に係る情報を公開

するにとどまらず，具体的な政策形成のプロセスや，その根拠付け自体を

透明化することが念頭に置かれる。このことは，行政の側にとっても，な

ぜこの政策が必要なのか，そのコストは幾らでメリットは何かを市民に理

図 ₁　説明された「拠点と交通ネットワーク」
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解してもらうことで政策の正当性が強化されることにつながる。

　今回の説明会では，表 ₂に示したように，冒頭でこの計画によるまちづ

くりのイメージを示した上で（図 ₂），計画を策定するに至った社会情勢や

経緯を示し（図 ₃），計画の名称，計画策定の審議体，計画に定める内容，

計画の区域，計画の留意点（コンパクトシティをめぐる誤解の解消），計画

の期間といった計画全体の枠組みを説明している（図 ₄）。その上で，計画

の基本理念・将来都市像・まちづくりの基本目標（裏付けるデータも示し

ている），計画の重点目標といった本計画の狙い・意図を説明している（図

₅）。なぜこの政策が必要なのか，そのメリットは何なのかを市民に理解し

てもらえる様に意図した内容であり，オープンガバナンスでの「透明性」

の確保につながっていると評価できる。

　そして，具体的な都市機能誘導区域の設定（図 ₆）や居住誘導区域の設

定（図 ₇）を示し，そして，それらを実装するための取組み（図 ₈）につ

いては，説明する地域に合った内容で説明している（説明会ごとのアレン

ジ）。これらは，「透明性」を担保しているだけでなく，市民の「参加」を

促せる内容となっている。

　さらに「参加」については，まず，各説明会においてディスカッション

の時間が十分に用意されていた。また，説明資料を配布することで説明会

図 ₂　冒頭で提示された「計画によるまちづくりのイメージ」
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に参加できなかった人にも説明会参加者が情報を伝えていくことが可能と

なり，この説明会の後に募集されたパブリックコメントを通じて本計画に

関して意見を表明できる状況が整えられていた（図 ₉）。

　説明会での質疑としては，①周知方法や意見反映などに関すること，②

計画全体に関すること，③都市機能誘導区域に関すること，④居住誘導区

域に関すること　が出され，説明会において計画内容を理解，確認して意

見を出すことができていたことが記録より判明している₃︶。素案をHPで公

表したり，市役所や市民センター等に配置したりするだけでは，多くの市

民意見を望めない実態（例えば，₂₀₁₈年 ₁ ～ ₂ 月に実施された廿日市市都

図 ₃　計画策定が必要な情勢の説明（説明資料の一部）
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市計画マスタープラン及び廿日市市緑の基本計画の改定に関する意見募集

に寄せられた意見は，前者が ₂件，後者が ₀件）を踏まえると，説明会の

実施は市民意見を募るために有益であったと考えられる。

　説明会で出された意見と，それに対する廿日市市の考えと計画への反映

については，第 ₈ 回廿日市市都市計画審議会立地適正化計画専門部会

（₂₀₁₈年₁₂月₂₇日開催）における審議を経て，公開されるとともに，意見反

映後の素案が，₂₀₁₉年 ₁ 月₁₈日～ ₂月₁₈日に実施される市民意見募集（パ

ブリックコメント）を受けることとなった。これらの対応も，オープンガ

バナンスでの「透明性」と「参加」を担保したものとなっている。

図 ₄　計画全体の枠組みの説明（説明資料の一部）
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図 ₅　計画の狙いの説明（説明資料の一部）

図 ₆　都市機能誘導区域とその設定（地域別）の説明（説明資料の一部）
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図 ₇　居住誘導区域設定の説明（説明資料の一部）

図 ₉　計画策定のスケジュール

図 ₈　居住を誘導するための取組みの説明（説明資料の一部）
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　そして，「協働」に関しては，居住誘導への取組みの説明において，住宅

の建築目的の開発行為における制約，空き家の流通促進，地域自治組織に

よる空き家等の活用，大規模団地の活性化といった，市民と行政が協働し

て取り組む事項が示されていた。

　以上より，今回の説明会は，行政の取り組みから見て，オープンガバナ

ンスとしての位置づけのできる内容であったといえる。

₃．　プロトタイプの学習装置としての立地適正化計画説明会

　次に，今回の説明会が，市民にとって学習装置のプロトタイプとなって

いたかを考える。

（1）　説明会の評価

　今回取り上げた立地適正化計画に限らず，様々なまちづくりに関する計

画が実装されて目的を達成するには，まちの将来像を行政と市民が共有し

た上で，その実装において，まちを使う人々が計画や施策にて期待されて

いる行動・活動を選択することが重要と考える。それを促すには，実装さ

れる計画等を人々が自分ごととしないと難しい。自分ごととしていくには，

計画段階から実装段階に至るまで，人々が参画（engage）することが要件

になる。なお，ここでの“まち”を使う人には，まちの外に住んでいるが，

そのまちに関わりある人も含まれる。

　トップダウンの戦略や計画等とボトムアップの実践や思いを繋ぐ手法と

して“協働のまちづくり”があり，政策や計画の立案と実装においても重

視されつつある。これは，行政だけでは出てこない知恵・知見を多様なま

ちを使う人々から引き出し，共有化して，官民協働でまちを育む方法を構

築することである。そして，まちを使う多様な人々が自分ごととしてまち

づくりに参画することへ繋げていくことも必要である。

　今回，一連の説明会に，廿日市市の「協働によるまちづくり審議会委員」

が出席し，協働によるまちづくりの視点から本説明会に対して評価を行う
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という取り組みを導入した。本審議会（筆者が会長を担っている）は「廿

日市市協働によるまちづくり条例」に定められているもので，市民と市の

協働によるまちづくりの状況の進捗を審議する組織である。

　評価の視点は，廿日市市協働によるまちづくり推進計画の ₇つの基本原

則を達成できているかである。

₁　誰でもまちづくりに取り組むことができます

₂　互いの自主性を尊重しながら取り組みます

₃　互いの自立性を尊重し対等な関係で取り組みます

₄　それぞれの地域性を大切にして取り組みます

₅　情報の共有を図りながら取り組みます

₆　互いに信頼関係を築いて取り組みます

₇　次代につながる人づくりをしながら取り組みます

　これは「市政への市民の参画」，すなわちオープンガバナンスを成し得て

いるのかを評価するものでもある。

　評価は，表 ₄に示す観点から，₅-よくできている，₄-できている，₃-概

ねできている，₂-もう少し工夫改善が必要，₁-大幅な改善が必要　の ₅段

階で行なった。評価結果を図₁₀に示す（ ₅点満点）。

　総じて評価は高くないが，概ねできているとされたのは，⑤-₃，⑤-₁，

③，②-₁であり，説明会の内容・環境，資料，職員の態度については及第

点を与えられるものであった。一方，②-₂，⑦については大幅な改善が必

要との評価である（①-₂は別観点）。

②-₂　説明会や勉強会に参加できない市民にも情報提供されている

⑦　　若い世代に向けて教育や啓発する機会が用意されている

　説明会に参加できない市民への情報提供，本計画が実施されていく時代
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を担う世代の取り込みが，できていないということであり，これは学習装

置として十分なものにはなっていなかったという評価である。

　審議会委員がそれぞれに地域説明会に参加し評価を実施したのち，評価

表 ₄　評価の観点

₁　誰でもまちづくりに取り組むことができる

①-₁ 誰もが発言しやすい環境が整えられている

①-₂ 誰でも市民委員になれる環境が整えられている

①-₃ 市民が気軽に参加できる機会が用意されている

①-₄ さまざまな年代，職種の方が参加できる手法が用意されている

①-₅ 誰もが関心を持ち理解しやすくなっている

₂　互いの自主性を尊重します

②-₁ 市民は自発的にこの計画について学ぶ姿勢を持っている

②-₂ 説明会や勉強会に参加できない市民にも情報提供されている

②-₃ 行政が市民に一方的に押し付けるのではなく，一緒に同じ目的に向かって努力をしている

₃　互いの自立性を尊重し，対等な関係で取り組みます

③ 職員は市民の意見を聞く姿勢ができていた

₄　地域性を大切にします

④ 地域の特性や市民のニーズを把握している

₅　情報の共有を図りながら取り組みます

⑤-₁ 市民が理解できるよう分かりやすい資料が用意されている

⑤-₂ 計画の内容について勉強する機会が市民向けに用意されている

⑤-₃ 説明会の内容は分かりやすい

⑤-₄ 計画段階での情報提供は適切である

⑤-₅ 各種の情報発信ツールを利用した情報提供がされている

₆　互いに信頼関係を築いて取り組みます

⑥ 行政と市民の信頼関係は築かれている

₇　次代につながる人づくりをしながら取り組みます

⑦ 若い世代に向けて教育や啓発する機会が用意されている
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の内容に関して共有化する勉強会を開催した。そこでは，参加者が限定的

であったことが最も問題であるとの認識が示され，次の点での改善が必要

との結論となった。

・伝えたいターゲットを狙った情宣

・市民が興味を持つようなアプローチや説明会のデザイン

・市民が計画策定の背景や狙い，内容を予習したくなるような環境づく

り

　また，説明会に対しては，次の改善点が提示された。

・市民が興味を持ち，理解しやすい資料の作成

・内容理解を促し活発な意見交換を生み出せるような説明会の時間的・

空間的・素材的工夫

・開催日時曜日の多様性確保

・説明会の様子の情報公開（HPだけに頼らずに市民に届く方法を工夫

する）

　これら指摘は，学習装置を生み出すために考慮すべき事項であろう。

図₁₀　審議会委員による説明会の評価
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（2）　社会的受容の評価

　筆者らは，前著₄︶ で，協働のまちづくりと社会教育の関係を再考するた

めの視座を得るため，市政参加と市民活動の循環による協働のまちづくり

を実装している京都市の取組を分析した。そこでは，住民参加の取り組み

によって策定された計画を，

・一般の住民（市民）が評価し，社会的に受容する基準がどのようなも

のか＝「社会的受容性」

・計画の実現と公益の増進をもたらすには住民（市民）の持続的な協力

行動が得られることが期待されるが，住民の協力行動を促す要因はど

のようなものか＝「協力意図」

について分析した。

　市民の参加によって策定された計画の市民による評価，すなわち社会的

受容とその規定因の連関モデルとして図₁₁に示すものがある₅︶。これによ

り，“市民が自分ごととしてこの計画を捉え，その内容をより良いものとす

るために寄与しようとする態度が形成されているのか”を検証できる。計

画の社会実装における協力意図の規程因の連関モデルとして図₁₂に示すも

のを用いる。これは，柴田・広瀬（₂₀₁₃）におけるモデル₅︶ を今回の対象

図₁₁　計画の社会的受容のモデル

図₁₂　計画実装時の市民の協力意図のモデル
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に合致する様に修正したものである。これにより，“実装段階にて目的達成

のために市民は自らの行動の変容を起こしうるのか”を検証できる。

　今回対象としている廿日市市の「拠点の形成による持続可能なまちづく

り計画（立地適正化計画）」においても，その策定段階における参画と実装

段階での協力が求められている。そこで，この観点から，実施された説明

会の学習装置としての効用を明らかにするために，説明会参加者が本計画

の「社会的受容性」をどう評価したかを調査分析することとする（協力意

図については別稿にて報告する予定）。地区説明会の効用を分析するための

質問紙調査を説明会参加者に対して実施した（論末に調査票を掲載）。

1）計画内容の評価

①計画による改善効果

　計画による改善効果については，計画実装による効果をどう予測してい

るのかという観点より分析した。すなわち，「計画の内容は総合的に見て良

いものである」への回答で判断し，補足的情報として「計画の重要性の認

識」を用いる（図₁₃）。

②市民が参加したことによる成果

　計画策定段階であるため今後の展開を尋ねた「今後，市民の意見が十分

に反映された計画ができると思う」「今後，多くの意見やアイデアが盛り込

まれた計画ができると思う」への回答で判断した（図₁₄）。

2）手続きの公正さの評価

①情報の提供・参加の機会

　情報提供については，「計画案の中身について市民が理解できるように十

分な情報が提供された」「計画づくりの途中での，経過についての情報提供

が適切であった」「市民に計画について学べる機会が用意されていた」の評

価で判断する（図₁₅a）。参加の機会については，「計画づくりに市民の誰も

が意見を自由に言えるようになっていた」「計画づくりには誰もが自由に参

加できるようになっていた」「計画づくりの途中で，多くの市民が話し合う

機会が用意されていた」への回答を用いた（図₁₅b）。
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図₁₃　計画による改善効果（予測）

図₁₄　市民が参加したことによる成果
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図₁₅a　情報提供の機会
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図₁₅b　参加の機会
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②意見の代表性

　意見の代表性については，立地適正化計画専門部会委員となった市民

（地域代表，商工会議所メンバー，商工会メンバー）の代表性により評価で

きるため，「市民委員になった人たちの意見は，市民全体の意見を代表した

ものだった」への回答を用いた（図₁₆）。

3）考　察

　計画の社会的受容の規定因は，その仮説モデル（図₁₁）に基づいて，共

分散構造分析を行うことで確認できるが，市民の本計画に対する社会的受

容自体の評価についてはさらなる分析が必要となるため，今回は，各評価

基準の平均点と回答傾向から分析することとした。なお，評価基準の平均

点の算出では，各選択肢について，₅-強くそう思う，₄-そう思う，₃-やや

思う，₂-やや思わない，₁-そう思わない，₀-全くそう思わない　の ₆段階

配点として行なった。規程因と評価基準，その平均点を表 ₅，図₁₇に示す。

　全体傾向として，中山間部より沿岸部の評価が低く，本計画に関する受

容性や協力意図も相対的に低い状況にあると推察できる。とくに，「誰もが

自由に意見を言える機会がある」「計画について話し合う開く機会がある」

「市民委員が市民全体の意見を代表している」において差が顕著である。世

代，働き方，住まい方等の多様性が相対的に沿岸部の方が高いことから，

今回の説明会の進め方では，中山間部ほどの評価とならなかったと思われる。

図₁₆　意見の代表性
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　計画内容の評価については，本計画が市民にとって大切であることは認

識されているが，内容については十分な評価は得られておらず，とくに沿

岸部での評価が低い。さらに，『市民が参加したことによる成果』が十分に

あったという評価ともなっていない。したがって，本計画に対して市民が

十分に満足する内容とはなっていないと評価していると考察できる。

表 ₅　計画内容の評価，手続き的公正評価の項目とその平均点

規定因 評価基準 質問項目
平均点

中山間部 沿岸部

計
画
内
容
の
評
価

計画による改善
効果

計画の内容は総合的に見て良いも
のである ₃.₂₉ ₂.₈₇

立地適正化計画は，市民にとって
とても大切である
※これは補足的

₃.₈₄ ₃.₇₆

市民が参加した
ことによる成果

今後，市民の意見が十分に反映さ
れた計画ができると思う ₃.₀₄ ₂.₄₇

今後，多くの意見やアイデアが盛
り込まれた計画ができると思う ₂.₈₆ ₂.₅₀

手
続
き
的
公
正
評
価

情報の提供

計画案の中身について市民が理解
できるように十分な情報が提供さ
れた

₃.₃₇ ₃.₀₅

計画づくりの途中での，経過につ
いての情報提供が適切であった ₂.₈₄ ₂.₄₂

市民に計画について学べる機会が
用意されていた ₃.₁₀ ₂.₇₃

参加の機会

計画づくりに市民の誰もが意見を
自由に言えるようになっていた ₃.₃₄ ₂.₈₂

計画づくりには誰もが自由に参加
できるようになっていた ₂.₉₅ ₂.₃₂

計画づくりの途中で，多くの市民
が話し合う機会が用意されていた ₂.₄₁ ₂.₁₃

意見の代表性
市民委員になった人たちの意見は，
市民全体の意見を代表したもの
だった

₂.₈₄ ₂.₂₀
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　手続き的公正評価については，「計画案の中身について市民が理解できる

様に充分な情報が提供された」に関しては，沿岸部も含めて平均点が ₃を

上回っており，充分な情報は行われたと市民は評価している。しかし，他

の項目では，中山間部で「計画づくりに市民の誰もが意見を自由に言える

ようになっていた」「市民に計画について学べる機会が用意されていた」に

おいて平均点が ₃を上回れた以外はすべて ₂点台である。計画づくりの途

中での情報提供や多くの市民が話し合う機会の用意がなされていないとい

う評価である。また，沿岸部では参加の機会が充分ではなかったという評

価ともなっており，加えて意見の代表性も低い評価である。

　「計画の内容は総合的に見て良いものである」という項目の評価が低いの

は，『市民が参加したことによる成果』が評価できる内容となっておらず，

計画策定段階での策定経過に関する情報提供や学べる機会の提供，そして

これに関して多くの市民が話し合う機会が用意されていたとは思っていな

図₁₇　規程因評価基準の平均点
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いことが要因と推察する。

　実際，一連の説明会を終えたのち，平成₃₁年 ₁ 月₁₈日（金）から ₂月₁₈

日（月）までの一か月間に広報と市ホームページ，公式フェイスブックで

周知し，パブリックコメントを募集したが，意見提出が ₀ 件であった。

ホームページのページビュー数は₃₄₆で，情報へのリーチはされていたもの

の，意見提出には至っていない。まちづくりの計画過程に対する参加意向

の形成は手続き的公正性（感）が大きな影響を与えているということが指

摘されており₆︶，今回のパブリックコメントでの意見件数 ₀という実態か

らは，市民の間に手続き的公正性（感）が醸成されていなかったことが示

唆される。

（3）　学習装置としての説明会の評価

　現在，筆者らは「学びから生まれるシビックエンゲージメントによる持

続可能なまちの構築」（基盤研究C；平成₃₁～令和 ₃年度）に取り組んでい

る。本研究の最大の特徴は，学習内容やカリキュラムに関する事例を取り

上げるにとどまらず，都市戦略研究の観点から生涯学習実践の仕組みを解

明し，まちを持続させるための学習装置のあり方とそれの効果的な運用方

法を提示する　ことにある。都市戦略の実装化に資する学習装置はどのよ

うに社会に埋め込まれているのか，まちづくりに資する知の循環はどのよ

うに実質化されうるのか，これらの問いを解明するのである。そのため，

まちにおける公的機関による組織的・非組織的な学習装置に着目し，そこ

においてまちづくりの前提をなすシビックエンゲージメントがどのように

育まれ，持続可能なまちの構築が実践されうるのかを明らかにしようとし

ている。ここで，シビックエンゲージメントとは「自分の暮らすコミュニ

ティでの生活に変化をもたらすために働きかけることを意味し，そのため

に知識，技術，価値および動機を発達させることを意味する。また，政治

的または非政治的なプロセスにより，コミュニティでの生活の質を高める

ことを意味している」₇︶ であり，「市井の人びとが自身の私生活（私ごと）
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の外側に広がる公共の領域に何らかの形で関わっていくこと」₈︶ である。

　「都市戦略の実装化に資する学習装置」という観点から今回の説明会を振

り返ると，まちに広がる組織的・非組織的な学習の場が学習装置であり，

これが存在することにより“まち”のプレイヤーが生まれ，“まち”の担い

手となるシビックエンゲージメントを持つ人材へと育てていくことになる。

今回の説明会は，この段階にはなっていなかったと考える。行政側の情報

提供という点では，学習装置としての設えはできていたものの，市民側が

公共の領域に何らかの形で関わっていくようになる学習装置とはなってい

なかったということである。

₄．　シビックエンゲージメント醸成に向けて

　今回，本説明会が，市民が「自分の暮らすコミュニティでの生活に変化

をもたらすために働きかける」意図の獲得にまで至らなかったのは，その

ための「知識，技術，価値および動機を発達させる」ことが充分には叶わ

なかったためと考えている。計画策定段階での，①情報提供，②参加の機

会，③市民同士の話し合う機会　これら ₃つが不足していたのである。

　これらを生み出すには，計画策定における多様な市民による意見交換と

対応の場の重層的な構築が必要と考える。計画策定におけるコミュニケー

ション手法の例を表 ₆に示す₉︶。これらや前稿で取り上げた Portlandでの

取り組みを踏まえると，シビックエンゲージメント醸成につながる学習装

置を生み出すには，

フォーラム・シンポジウム

オープンハウス

ワークショップを含む探求の場

といったものを複層的に実施していくことが必要であろう。そうすれば，

計画策定段階での，①情報提供，②参加の機会，③市民同士の話し合う機

会　が創出できる。それに加えて，各段階において行政側からの情報提

供・開示も必要となる。これらを行政や市民に任せるのではなく，専門的
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表
₆
　
計
画
策
定
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
の
例
₉︶

方
向
性

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
の
例

主
な
対
象
者

特
　
　
　
徴

情 報 提 供

広
報
資
料
（
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
等
）
配
布
地
域
の
住
民

文
書
を
配
布
す
る
こ
と
で
正
確
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
供
範
囲
を
絞
る
こ
と
で
，
費
用
を
安
く

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
聞
・
雑
誌
等

一
般
市
民

広
範
囲
に
正
確
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（
テ
レ
ビ
，
ラ
ジ

オ
等
）

一
般
市
民

広
範
囲
に
情
報
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
，
一
過
性
で
あ
る
た
め
イ
メ
ー
ジ
が
優
先
さ
れ
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

一
般
市
民

広
範
囲
に
，
迅
速
か
つ
安
価
に
多
く
の
情
報
伝
達
可
能

メ
ー
リ
ン
グ
・
リ
ス
ト

一
般
市
民

広
範
囲
に
，
迅
速
か
つ
安
価
に
情
報
伝
達
可
能

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー

来
訪
者
（
地
元
住
民
，
一
般
市
民
）
写
真
，
模
型
等
を
文
書
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
解
り
や
す
い
情
報
伝
達
が
可
能
。
訪
問
し
た
人
に
し
か
情
報
提

供
で
き
な
い
。

意 見 把 握

関
係
地
域
・
団
体
の
代
表
者
等
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ

関
係
地
域
の
住
民
，
関
係
団
体
等

密
度
の
濃
い
意
見
把
握
が
可
能
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
の
選
定
を
誤
る
と
，
意
見
の
見
落
と
し
を
招
く
こ
と
が
あ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
（
郵
送
，

W
eb
等
）

関
係
地
域
の
住
民
，
一
般
市
民
等

広
域
・
大
量
の
対
象
者
か
ら
一
定
条
件
で
意
見
把
握
が
可
能

FA
X
，
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
，

E
メ
ー

ル
一
般
市
民

広
域
・
大
量
の
対
象
者
か
ら
迅
速
な
意
見
把
握
が
可
能

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

一
般
市
民
等

多
様
な
意
見
把
握
が
可
能

意 見 の 整 理 並 び に 対 応 の 公 表

関
係
地
域
で
開
催
さ
れ
る
説
明
会
・

公
聴
会
等

関
係
地
域
の
住
民
，
関
係
者
，
一
般

市
民
等

直
接
的
な
意
見
交
換
が
可
能
。
参
加
者
は
任
意
な
の
で
関
心
の
薄
い
人
と
の
意
見
交
換
に
は
向
か
な
い
。

関
係
地
域
の
住
民
・
関
係
者
等
の
代

表
に
よ
る
協
議
会
あ
る
い
は
座
談
会
地
権
者
，
地
元
住
民
等

対
象
者
を
絞
っ
た
継
続
的
か
つ
密
度
の
濃
い
意
見
交
換
が
可
能
。

関
係
者
・
関
心
者
等
あ
る
い
は
そ
れ

ら
の
代
表
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
関
係
者
，
一
般
市
民
等

多
様
な
意
見
交
換
が
可
能
。
一
定
の
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
で
冷
静
な
議
論
が
可
能
と
な
る
。

関
係
地
域
で
開
催
さ
れ
る
オ
ー
プ
ン

ハ
ウ
ス

関
係
地
域
の
住
民
等

正
確
な
情
報
を
直
接
的
に
伝
達
し
，
意
見
収
集
も
可
能
。
関
心
の
薄
か
っ
た
住
民
等
と
の
意
見
交
換
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
。

関
係
地
域
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト

へ
の
参
加

一
般
市
民
等

関
心
の
薄
か
っ
た
方
と
も
直
接
的
な
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
，
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

一
般
市
民
等

意
見
交
換
の
場
を
公
開
す
る
こ
と
で
，
様
々
な
立
場
の
意
見
を
一
般
市
民
に
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
土
交
通
省
の
資
料
よ
り
筆
者
が
一
部
修
正
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ノウハウと経験，オペレーション力やファシリテーション力を有する中間

組織が，計画策定のロードマップを意識して，適宜，コミュニケーション

の場，学びの場を企画・進行していくのが良いと考える。そこに，社会へ

のより積極的な関与を求められている大学が乗り出していくことも必要で

あろう。実際，神戸市の立地適正化計画策定においては，複層的な取り組

みを，デザインクリエイティブセンター神戸（KIITO）が中間組織となり，

大学等の研究機関も協力して実施している。この取り組みについては，現

在，筆者らの研究グループで「学びから生まれるシビックエンゲージメン

トによる持続可能なまちの構築」の研究の一環として調査を進めている。

　また，今回実施した説明会を学習装置創出につなげていくには，これを

補完することのできるオープンハウスの併用が望ましいと考える。オープ

ンハウスとはパネルの展示やリーフレット等資料の配布により事業や進め

方に関する情報を提供する場で，参加者は担当の行政スタッフに対して質

問すること，コメントカードやアンケートによって意見を述べることがで

きる₁₀︶。実際，立地適正化計画の作成にあたっては，国土交通省も“市町

村や民間事業者，住民代表などの地域の関係者が活発な議論を交わすと共

に，相互に連携し，それぞれが主体的に取り組むことが重要です。”として

おり，説明会という，性格的には立案者がステークホルダーに案の理解を

求めるものよりも，より意見を発しやすいオープンハウスがふさわしい。

実際，既に，東京都ではオープンハウスを様々な事業において実施してい

て₁₁︶，計画内容に関する活発な議論が生まれている様である。

₅．　お　わ　り　に

　オープンガバナンスの理念は，

　市民は市民参加型社会のメンバーとして地域の課題の解決に多様な知

恵と経験を出しあって自分たちの問題として主体的に共同して取り組む

ものとされ，一方で行政はオープンデータに取り組むと共に市民のニー

ズや提案を積極的に施策に反映させるなど市民参加型社会のプラット
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フォームとして機能していく

ことであり₁₂︶，シビックエンゲージメントは，

　自分の暮らすコミュニティでの生活に変化をもたらすために働きかけ

ることを意味し，そのために知識，技術，価値および動機を発達させる

こと

　政治的または非政治的なプロセスにより，コミュニティでの生活の質

を高めること

　市井の人びとが自身の私生活（私ごと）の外側に広がる公共の領域に

何らかの形で関わっていくこと

である。

　オープンガバナンスを進めるためには，市民は“地域の課題の解決に多

様な知恵と経験を出しあって自分たちの問題として主体的に共同して取り

組む”ことであり，それには，“公共の領域に働きかけ，関わって，生活の

質を高めることを意識し”，そのために“知識，技術，価値および動機を発

達させる学び”をすることが欠かせない。これを成しえたら，「学びから生

まれるシビックエンゲージメントによる持続可能なまちの構築」ができる

ということである₁₃︶。そこでは，シビックエンゲージメントを創り出せて

いける「学習装置」が重要な役割を果たすと考える。

　今回，廿日市市では説明会という形式で策定段階にある立地適正化計画

に関して市民が理解できるよう丁寧な情報提供とその場での市民のニー

ズ・提案の把握をしたことはオープンガバナンスの第一歩を踏み出したと

評価できる。しかし，ニーズや提案を積極的に施策に反映させる仕掛けが

不十分であったこと，そして何より市民が“自分たちの問題として主体的

に共同して取り組む”状況を創出できていなかったことから，シビックエ

ンゲージメントが醸成されていたとは言えず，それには「学習装置」が創

出できなかったことが影響している。我が国のオープンガバナンスを牽引

している奥村₁₄︶ が言う様に，市民と行政の協働を進めるには，行政だけで

なく市民も変わらなければならないのである。
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